
○●○　基本利用料　○●○

(１)　施設サービス費

○ 日常生活継続支援加算 ３６単位 ○ 個別機能訓練加算Ⅰ １２単位

○ 夜勤職員配置加算Ⅰ １３単位 ○ 若年性認知症入所者受入加算 １２０単位

○ 看護体制加算Ⅰ ４単位

○ 科学的介護推進体制加算Ⅰ ４０単位  （１月あたり）

○ 生産性向上推進体制加算Ⅱ　　　　１０単位  （１月あたり）

　　　月額サービス費の合計単位数×上記の割合により算出されます。

・死亡日以前３１日以上４５日以下 ７２単位

・死亡日以前　４日以上３０日以下 １４４単位

・死亡日以前　２日又は　３日 ６８０単位

・死亡日 １,２８０単位

※　地域区分（７級地）　　１単位＝１０.１４円

(２)　食 費

食費のご負担額は、利用者負担段階によって変わります。

(３)　居 住 費

居住費のご負担額は、利用者負担段階によって変わります。

○●○　その他の料金　○●○

８８０円

　９１５円 ０円 ４３０円 ４３０円

個　室

多床室

３８０円

　・共有の日用品、レク・クラブ費、洗濯、おむつ代につきましては自己負担はございません。

　・個別の希望に応じた特別な食事、新聞等につきましては実費相当をいただきます。

第３段階 ②

１,８２０円

通 常 第１段階

４８０円１,２３１円

第３段階 ①・②

第２段階

摘 要

テレビ等の持ち込み電気器具の電気使用料として(一点につき)　

通 常 第１段階

３００円

第２段階

３９０円 ６５０円 １,３６０円

○ 施設で看取りの場合、看取り介護加算(Ⅰ)  として、次の単位数が算定されます。

○ 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、

　　　月に１回連続する５日を限度として、新興感染症等施設療養費 ２４０単位が算定されます。

　・理髪については、希望に応じ実費相当をいただきます。(カット２,０００円、顔そり１,３００円)

１日あたり
項 目 金額

電気料 ５０円

※　外泊又は入院時は、居住費がかかります。

食　費

１日あたり

第３段階 ①

特別養護老人ホーム 松風園（特養入所）利用料金表

令和８年６月１日より　　

１日あたり
要介護１ 要介護２

【 加算 】

（併設型）

個 室
多床室

要介護３ 要介護４ 要介護５

○ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(ロ)　 　１７.６％

１日あたり

５８９単位 ６５９単位 ７３２単位 ８０２単位 ８７１単位

○ 入所日又は、入院後の再入所日から３０日以内の期間、初期加算 ３０単位 が算定されます。

　上記の月額単位数の合計に １０.１４ を乗じた金額が、サービス費の合計となります。
ご負担額は、利用者様の負担割合によって異なります。

○ 外泊又は入院時は、月に６日を限度として、外泊時費用加算 ２４６単位が算定されます。


